
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 中京学院大学短期大学部 
設置者名 学校法人 中京学院 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 保育科 
夜 ・

通信 
 

0 13 13 7  

 健康栄養学科 
夜 ・

通信 
0 14 14 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
大学ホームページの以下のページ内の「授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業

の計画に関する情報」の項に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 中京学院大学短期大学部 
設置者名 学校法人 中京学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
大学ホームページの以下のページ内の「法人理事の一覧」の項に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 会社役員 
R1.9.20～ 

R4.9.19 
域学連携 

非常勤 県議会議員 
R2.1.1～ 

R4.9.19 
財務 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 中京学院大学短期大学部 

設置者名 学校法人 中京学院 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

前年度令和 3年 3月 9日教授会にて、教務委員会よりシラバス作成について下記の

通り執筆依頼を行い、全教員が共通認識をもってシラバスを作成している。 

 

１．準備学修（予習・復習等）の具体的内容及びそれに必要な時間 

２．課題（試験やレポート等）に対するフィードバック方法 

３．授業における学修の到達目標及び成績評価の方法・基準 

 ４．卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 

 ５．当該授業科目の教育課程内の位置付けや水準を表す数字や記号 

（ナンバリング含む） 

 

3 月 23 日教務委員会にて各学科ごとにシラバスの相互チェックを行うよう依頼を行

い、履修登録が開始される 4月 5日に Web シラバスを公表して、同時に大学ホームペ

ージにおいても公表している。 

 

授業計画書の公表方法 

大学ホームページにおいて公表 

https://cplan.chukyogakuin-

u.ac.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusKensaku/UI/WS

L_SyllabusKensaku.aspx 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

(1)学業成績は、授業科目担当者が筆記・レポート・課題・実技を総合的に評価 

している。 

(2)評価は S・A・B・C・D・F をもって表示し、C 以上を合格とし、合格者はその科目

の所定の単位を与える。再試験評価の D 及び定期試験(追試験・再試験含む)F は不

合格としている。 

 

上記の内容は HPの「短期大学部 学習の成果に係る評価」にて公表し、学生には

配布冊子「学生ハンドブック」に記載している。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

【GPA 等の客観的な指標の設定及び公表】 

・グレードポイントアベレージ（GPA）算出方法は、それぞれの評価のＧＰに単 

位数を乗じた値の和を、総履修単位数で除することで算出する。 

 

・計算式 

「S」の修得単位数×4.0＋「A」の修得単位数×3.0＋「B」の修得単位数×2.0＋「C」の修得単位数×1.0 

総履修登録単位数（「D」・「F」の単位数を含む） 

 

GPA は小数点以下第 3位を四捨五入し、小数点以下第 2位までの数値とする。 

 

・短期大学部学生ハンドブック 32頁～34 頁にて学生へ公表している 

 

【成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施について】 

・2020 年 GPA 分布一覧の作成及び公表 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

大学ホームページ 

以下のページ内の「学習成果に係る評価」の項に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/disclosure/ 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

【卒業認定・学位授与の方針(DP)】 

中京学院大学短期大学部は、建学の精神「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」を

基本理念とし、本学の各学位プログラムの課程を修め、豊かで幅広く深い教養を修得

させるとともに、学部及び学科の専攻に係わる専門の学術を教授研究し、併せて品性

の涵養に努め、地域社会に貢献する有為な人材を育成することを目的としています。

その実現のために、下記の能力・資質を修得・涵養し、62単位の単位取得と必須等の

条件を充たし、それらを総合的に活用できる人に学位を授与している。 

上記の内容は HP の「3つのポリシー」にて公表している。 

 

【卒業要件・公表について】 

本学に 2 ヶ年以上在学し、次の⑴及び⑵の内容を含む総計 62 単位以上を修得する

ことが必要  

⑴ 基礎教養科目 14 単位以上必修 

⑵ 専門教育科目 48 単位以上 

 

【卒業判定の手順】 

・3月第 1週目に開催される卒業認定会議にて学長が決定する。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

大学ホームページにおいて公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/12_573280ebdcda4/index.html 
  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 中京学院大学短期大学部 

設置者名 学校法人 中京学院 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 

大学ホームページの「大学の財務・事業計画に関

する情報」の項の事業報告書内に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/disclosure/ 

収支計算書又は損益計算書 

大学ホームページの「大学の財務・事業計画に関

する情報」の項の事業報告書内に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/disclosure/ 

財産目録 

大学ホームページの「大学の財務・事業計画に関

する情報」の項の事業報告書内に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/disclosure/ 

事業報告書 

大学ホームページの「大学の財務・事業計画に関

する情報」の項の事業報告書内に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/disclosure/ 

監事による監査報告（書） 

大学ホームページの「大学の財務・事業計画に関

する情報」の項の事業報告書内に公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp 

/outline/disclosure/ 
 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：公表方法：大学ホームページにおいて公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/evaluation/index.html 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法：公表方法：大学ホームページにおいて公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/evaluation/index.html 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 保育科 

教育研究上の目的（公表方法：（公表方法：大学ホームページに公表 

URL: http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/aim/index.html） 

（概要） 

◆短期大学部保育科の教育研究上の目的 

 短期大学部保育科では、保育学に関する専門的知識及び実践的能力を修得するとと

もに、これらを総合的に活用し、地域社会における教育・福祉の発展に寄与すること

のできる人材の養成を目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：大学ホームページに公表 

URL:http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/12_573280ebdcda4/index.html） 

（概要） 

短期大学部統一のものとして、所定単位を取得した上で、各学科の専門分野に係る

知識・技術の修得、更に「問題発見力・課題解決力」「コミュニケーション力」「地域

社会への貢献力」「専門的知識・技術力」「実践力」を身に付けた者に学位を授与する

と定めている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：大学ホームページに公表 

URL: http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/12_573280ebdcda4/index.html） 

（概要） 

卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識・技能などを修得させるために、基礎教育

科目、専門教育科目その他必要とする科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切

に組み合わせた授業を開講するとして、この他に教育内容、教育方法、評価について

定めている。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：大学ホームページに公表 

URL: http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/12_573280ebdcda4/index.html） 

（概要） 

学位授与及び教育課程編成の方針を踏まえ、保育学分野・栄養学分野に対する強い

興味と関心及び学修意欲を有する人、高等学校までの学習と経験を通じて、基礎的な

知識及び身近な問題について自ら考えその結果を表現できる力を身につけている人を

求めるとしてその詳細を学科ごとに定めている。 

 

  



  

 

学部等名 健康栄養学科 

教育研究上の目的（公表方法：大学ホームページに公表 

URL: http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/aim/index.html） 

（概要） 

◆短期大学部健康栄養学科の教育研究上の目的 

 短期大学部健康栄養学科では、栄養学に関する専門的知識及び実践的能力を修得す

るとともに、これらを総合的に活用し、地域社会における健康の維持・増進に寄与す

ることのできる人材の養成を目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：大学ホームページに公表 

URL：http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/12_573280ebdcda4/index.html） 

（概要） 

 短期大学部統一のものとして、所定単位を取得した上で、各学科の専門分野に係る

知識・技術の修得、更に「問題発見力・課題解決力」「コミュニケーション力」「地域

社会への貢献力」「専門的知識・技術力」「実践力」を身に付けた者に学位を授与する

と定めている。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：大学ホームページに公表 

URL：http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/12_573280ebdcda4/index.html） 

（概要） 

卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識・技能などを修得させるために、基礎教育

科目、専門教育科目その他必要とする科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切

に組み合わせた授業を開講するとして、この他に教育内容、教育方法、評価について

定めている。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：大学ホームページに公表 

URL：http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/12_573280ebdcda4/index.html） 

（概要） 

 学位授与及び教育課程編成の方針を踏まえ、保育学分野・栄養学分野に対する強い

興味と関心及び学修意欲を有する人、高等学校までの学習と経験を通じて、基礎的な

知識及び身近な問題について自ら考えその結果を表現できる力を身につけている人を

求めるとしてその詳細を学科ごとに定めている。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：大学ホームページの以下のページ内の「教育研究上の基本組織に関する情

報」の項に公表 

URL: http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/ 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 0 人 － 0 人 

保育科 － 3 人 3 人 4 人 0 人 0 人 10 人 

 健康栄養学科 － 3 人 2 人 2 人 2 人 2 人 11 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

1 人 24 人 25 人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 

公表方法：大学ホームページの以下のページ内の「教員組織、教員の

数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報」の項に公表 

URL：http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

保育科 70 人 54 人 77.1％ 170 人 110 人 64.7％ －人 －人 

健康栄養学科 70 人 69 人 98.6％ 140 人 142 人 101.4％ －人 －人 

合計 140 人 123 人 87.9％ 310 人 252 人 81.3％ －人 －人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

保育科 
74 人 

（100％） 

1 人 

（ 1.4％） 

69 人 

（93.2％） 

4 人 

（5.4％） 

健康栄養学科 
58 人 

（100％） 

9 人 

（ 15.5％） 

36 人 

（62.1％） 

13 人 

（22.4％） 

合計 
132 人 

（100％） 

10 人 

（ 7.6％） 

105 人 

（79.5％） 

17 人 

（12.9％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

  



  

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

保育科 
79 人 

（100％） 

72 人 

（  91.2％） 

2 人 

（  2.5％） 

5 人 

（  6.3％） 

0 人 

（  0％） 

健康栄養学科 
68 人 

（100％） 

55 人 

（  80.9％） 

4 人 

（  5.9％） 

9 人 

（  13.2％） 

0 人 

（  0％） 

合計 
147 人 

（100％） 

127 人 

（  86.4％） 

6 人 

（  4.1％） 

14 人 

（  9.5％） 

0 人 

（  0％） 

（備考）令和 3年 3月卒業生対象 ※平成 31 年度入学生 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

・前年度より教務委員会、教授会の議を経て、学年暦、時間割を作成し、HP や Web システムに

公開している。 

・4 月初めのガイダンスにて配布、同時に Web にて授業科目のシラバス等の閲覧及び履修登録

が出来るようにしている。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

・本学に 2 カ年以上在学し、次の(1)及び(2)の内容を含む総計 62 単位以上を修得した場合に

教授会にて学長が決定する。 

(1)基礎教養科目 14 単位必須 

(2)専門教育科目 48 単位以上 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

 
保育科 62 単位 有・無 30 単位 

健康栄養学科 62 単位 有・無 30 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：大学ホームページの以下のページ内の「校地、校舎等の施設及び設備その

他の学生の教育研究環境に関する情報」の項に公表 

URL: http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/ 

 

  



  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

短期大学部 
保育科 600,000 円 200,000 円 380,000 円  

健康栄養学科 600,000 円 200,000 円 390,000 円  

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

・本学独自の奨学金制度として経済的理由により学業の継続困難な学生を救済する奨学

金制度のほか、学業成績による授業料減免制度がある。 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

・卒業必修科目の 1つ【社会人基礎力講座】において、学科の特色に合わせた地元の学校法

人や社会福祉法人、企業や団体等に対して依頼状を出し、実際の業務内容や卒業生の働く

姿を説明する動画を作成していただいている。これを学内で動画配信ができるサービスを

使って学生に配信し「学内就職説明会(動画)」を実施している。これは、進路選択の時期

に合わせて、保育科では 2年時 7月以降、健康栄養学科では 1 年時 1 月以降で配信してい

る。 

・卒業必修科目の 1つ【社会人基礎力講座】において、地元企業による学内講演を実施して

いる。学科の特色に合わせた地元企業に対して依頼状を出し講演会を行っている。 

・全学的支援体制として、学生支援センターキャリア支援部を設置した。同部では各学部の

就職等進路に関する多岐に渡る情報を収集し、学生の将来及び就職に向けた企業説明会を

はじめとした支援企画、面接指導、個別相談等について専門的な対応を行っている。な

お、学生支援センター統括下に教学組織である全学キャリア進路委員会及び同会短期大学

部会を配置し、より深化した連携活動を行いながら、細かなサポートを行っている。 

 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

・保健室の機能も兼ねた学生相談室を開設しており、養護教諭の資格と経験を有してい

る専門の相談員が常勤している。また、公認心理師、臨床心理士の資格を有している

本学専任教員が、相談室の主任を兼務しており、相談員への指導やより専門的なカウ

ンセリングが必要な学生に対し、カウンセリングを行っている。 

・例年学生の健康診断は、毎年 4月に実施し健康維持増進の啓発に努めている。 
 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：研究紀要を発行しており、学術機関リポジトリ構築連携支援事業に加盟し公

表している。 

URL：https://chukyogakuin.repo.nii.ac.jp/ 

 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

42人

後半期

26人

26人

－

－

学校名

設置者名

中京学院大学短期大学部

学校法人　中京学院

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

29人

29人第Ⅰ区分

学校コード F221310106140

（備考）

内
訳

－

－

家計急変による
支援対象者（年間）

－

42人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人 0人

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計 0人 0人

0人 0人

0人 0人

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

0人 0人

0人 0人

（備考）

（備考）



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

計 0人 －

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

0人 0人

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人 0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

0人 －

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（備考）


